
船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 平成３０年１０月１５日 １１時１１分ごろ 

発生場所 京浜港横浜区鶴見航路付近 

横浜大黒防波堤東灯台から真方位３１７°９００ｍ付近 

（概位 北緯３５°２７.７′ 東経１３９°４２.０′） 

事故の概要  遊漁船第二十二吉
よし

久
きゅう

丸は、南進中、火災が発生した。 

事故調査の経過 平成３０年１０月１７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 第二十二吉久丸、１９トン（長さ１４.９７ｍ） 

２３５－３８１１６神奈川、有限会社船宿吉久 

ディーゼル機関、４サイクル、３６４kＷ、回転数毎分２,０００、

１２気筒、ボア１１８.９５mm、使用燃料軽油２００Ｌ 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特定 

 負傷者 軽傷 ４人（甲板員及び釣り客３人） 

 損傷 機関室及び船体上部構造物に焼損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、釣り客４人を乗せ、南進中、

機関室付近から出火し、乗船者全員が付近の船舶に救助された。 

本船は、機関室、船体上部構造物の焼損が激しく、原形をとどめな

い状況であった。 

本船は、機関室に火災警報装置がなかったが、自動拡散型消火器が

備えられ、また、操舵室及び暴露甲板上に持ち運び式泡消火器３台が

備えられていた。 

分析 本船は、南進中、機関室付近から出火したものと考えられるが、焼

損が激しく、原形をとどめない状況であったことから、出火の状況及

び自動拡散型消火器の作動状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、南進中、機関室付近から出火したものと考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・機関室内に火災警報装置を設置することが望ましい。 

 


